
民間委託を取り入れた学校給食の流れ 

     の部分が民間業者に委託する部分です。 

委託するのは「調理作業」「洗浄・清掃」などです。「献立の作成」や「食材の購入」は、これ

までどおり教育委員会が行い、民間業者への委託は行いません。 

献立の作成

食材の購入

食材の確認

調理作業

配 食

給食・食育

洗浄・清掃

●全校統一の献立を教育委員会が検討します。

校長・教員・栄養教諭等・給食調理員等の代表（市職員）で構成され

た会議で慎重に審議し、教育委員会が決定します。

●献立をもとに（公財）名古屋市教育スポーツ協会や（公財）愛知県学

校給食会が購入します。

●納品された食材の鮮度、品質、数量等を確認します。

⇒委託業者の調理スタッフが確認した上、学校の栄養教諭等も問題等が

ないか、チェックします。

●衛生管理に細心の注意を払いながら、学校の給食調理場で調理します。

⇒委託校では栄養教諭等が、委託業者の業務責任者と調理の手順や、使

用する調理器具などについて事前に打合せをします。

⇒栄養教諭等は調理が衛生的に行われているか確認します。

●料理や食器をクラスごとに分けます。

●担任や栄養教諭等が教育の一環として、食育指導を行います。

●食器や調理器具を洗浄・消毒・保管し、給食調理場の清掃を行います。

⇒栄養教諭等は洗浄・清掃が衛生的に行われているか確認します。

●栄養教諭等が味付けや火のとおり具合など、調理の出来映えを確認し

た後、学校長が検食し最終確認をします。
検 食


